
名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

起業・創業支援事業

補助金

商工会等の指導を受け、計画的に起業・創業する

方に対し、起業・創業に要する経費の一部を助成

＜補助対象経費＞

事業拠点費、商品化促進費、宣伝広告費、法人登

記費

補助率：1/2 以内（上限 50 万円、移住者は上限に

10万円上乗せ、商店街空き店舗バンク登録物件を活

用する場合は上限に 20万円上乗せ）

個人

女性若者資格取得支

援補助金

40歳未満の市民で、学校に通学している方また

は求職中の方に対し、資格（第一種運転免許（普

通免許を除く）を含む）取得にかかる費用の一部

を助成

＜補助対象経費＞

①資格取得や検定試験の受験料、資格取得できる

講習会の受講料で 6千円以上のもの

②介護職員初任者研修課程

※②は市内の事業所に就職予定の高校生に限る

※ 1人につき 5回まで申請可

補助率：

① 1/2 以内（上限 5万円）

② 10/10 以内（上限 5万円）

個人

産業人材育成支援事

業費補助金

中小企業の従業員等に対し、資格（技能系運転免

許を含む）の取得のための試験や講習会にかかる

費用の一部を助成

＜補助対象経費＞

①受講料（資料代含む）、受験料

②交通費（ガソリン代除く）、宿泊費

※受講料と受験料の合計額が 1人あたり 1万 5

千円以上が対象

補助率：

① 1/2 以内

② 1/3 以内

（①②を合わせ法人は上限 20万円、個人事業主は上

限 10万円）

※上限額のうち、運転免許取得分は 5万円まで

事業主

企業立地助成金

製造業または情報サービス業等を営む事業者に対

し、対象地域において一定規模以上の市民の新規

雇用を伴う事業所の新設、増設、移設や、事業の

高度化に資する 500 万円以上の大型機械等の設

備導入等にかかる費用の一部を助成

＜補助対象経費＞

①施設整備費

②土地・建物賃借料（5年以内）

③除雪費（3シーズン内）

④雇用助成（3年以内）

⑤通信回線使用料（3年間）

⑥高度化支援

補助率：

① 1/10

② 10/10 ～ 5/10

③ 5/10

④ 1人につき 30万円

⑤ 5/10

⑥ 3/10

（①～⑥を合わせて1事業者につき上限1億5千万円）

事業主

求人活動支援補助金

中小企業者の人材確保を目的とするホームページ

の整備や合同説明会出展等の事業にかかる費用の

一部を助成

＜補助対象事業＞

求人情報発信事業、ホームページ整備事業、企業紹

介動画作成事業、合同企業説明会等出展事業、企業

紹介パンフレット等作成事業、企業広告掲載事業

※事業費の合計が 2 万円以上の場合に対象

補助率：1/2 以内（１事業者につき上限 15 万円） 事業主

就職氷河期世代活躍

促進補助金

就職氷河期世代の方に対し、資格取得に要する費

用を助成

＜対象者＞

市内に住所を有し、就職氷河期に学校卒業期を迎

えた方

（大学卒業は S49.4.2 ～ S57.4.1 生まれ）

（高校卒業は S49.4.2 ～ S61.4.2 生まれ）

＜補助対象資格＞

老人福祉・介護・建設・道路旅客および道路貨物

運送業等に係る国家資格等

補助率：10/10（上限 5 万円） 個人

名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

大館能代空港利用促

進助成金

大館能代空港の発着便を利用した市民などに対

し、航空運賃の一部を助成

＜対象者＞

鹿角市に住民登録している方、市内に所在する事

業所（市内事業所に勤務する方の利用に限る）、

鹿角市内に扶養者がいる学生

＜対象期間＞

令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日搭乗分

補助金額：片道 2,000 円

※株主優待運賃・いっしょにマイル割など対象となら

ない航空券もありますので、詳しくはお問い合わせく

ださい。

個人・

事業所

問 産業活力課 産業戦略班 ☎ 30-0250

問 産業活力課 観光交流班 ☎ 30-0248

名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

非公営小規模水道等

施設整備費補助金

老朽化している小規模水道等の施設の改良整備費用の

一部を助成

※給水計画区域外で、原水の質および量、地理的条件

ならびに当該小規模水道等の形態に応じ取水施設、貯

水施設、導水施設、浄水施設、送水施設および配水施

設の全部または一部を有するもので、別に定める要件

を備えるもの

補助率：1/3 以内（上限 100万円） 組合等

問 上下水道課 上下水道班（上水道担当） ☎ 30-0270

名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

合併処理浄化槽設置

整備事業費補助金

合併処理浄化槽を設置する費用の一部を助成

※公共下水道事業および農業集落排水事業の区域外の

地域

5人槽　35万 1千円

7人槽　44万 1千円

10人槽　58万 8千円

個人

問 上下水道課 上下水道班 （下水道・浄化槽担当）☎ 30-0271

名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

水道給水装置等設備

資金利子補給費補助

金

上水道の給水装置の設置工事に係る資金について、金

融機関から融資を受ける場合の利子分を助成

＜対象者＞

すべての要件を満たす方

①市内在住

②水道料金、給水装置工事費および市税の滞納がない

③当該資金を過去に借りた分の返済が完了

④借地、借家および間借りの場合は所有者の同意を得

る

＜融資内容＞

①融資限度額：1件 5万円以上の工事につき 5～ 50

万円

②返済期間：5年以内

③融資機関：秋田銀行

支払利子全額 個人

水洗便所改造資金融

資あっせん利子補給

費補助金

水洗化工事に係る資金について、金融機関から融資を

受ける場合の利子分を助成

＜対象者＞

すべての要件を満たす方

①公共下水道または農業集落排水供用開始区域内にあ

る家屋の所有者または所有者の同意を得た家屋の占有

者

②受益者負担金または受益者分担金および市税の滞納

がない

③新築でない

＜融資内容＞

①融資限度額：専用住宅の場合は１戸につき 80万円

以内、アパートの場合は１部屋につき 30万円以内（た

だし、１申請あたりの限度額は 150万円）

②返済期間：50カ月以内

③融資機関：市内金融機関（ゆうちょ銀行を除く）ま

たは東北労働金庫であること

支払利子全額 個人

問 上下水道課 管理班 ☎ 30-0275

2022年 5月号37 KAZUNO CITY 2022年 5月号 36KAZUNO CITY


